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要 旨 

 

 平成 28 年 11 月 18 日の臨時国会において、消費増税延期法が成立し、

消費税率 10%への引き上げ時期が平成 29 年 4 月から平成 31 年 10 月に

2 年半の延期となりました。 

このことに伴い、「所沢市使用料・手数料等に関する見直し方針」を改

定しましたので報告します。 

 

＜改定点＞ 

・消費税引き上げに対応する時期を延期 

・複合施設の経費の按分の説明の記載を追加 

 

 なお、「所沢市使用料・手数料等に関する見直し方針」については、Ｓ

ドライブで庁内共有します。 
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※ 会議の７日前までに関係資料を添え、３１部提出してください。 

※ 報告書（関係資料を除く）のデータもメールで送付してください。 

 


